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千客万来施設事業用地（５街区）を活用した賑わい創出事業 

審査基準 

 

１ 審査方法 

 事業応募者及びその提出された提案書等について、実績要件の審査、基本要件の審査及

び事業者提案の審査並びに貸付料の審査を行います。 

また、提案書等の受付後、必要に応じ、事業応募者に対してヒアリング等を行う場合が

あります。 

 

２  審査体制 

 事業応募者から提出された提案書等の審査は、本審査基準に従い、「千客万来施設事業用

地（５街区）を活用した賑わい創出事業審査委員会」（以下「審査委員会」といいます。）

が行い、最優秀提案者及び次点を選定します。 

 東京都は、審査委員会の選定結果を踏まえ、事業予定者及び次点を決定します。 

なお、審査委員は、平成31年２月中旬に公表します。 

 

３  審査結果の公表 

 事業予定者は、平成31年４月上旬に公表します。なお、審査結果の概要等については、適

宜公表します。 
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４  審査の進め方 

審査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募希望表明書の受付（提案上必須） 

平成 31年２月４日（月曜日）から 

平成 31年２月５日（火曜日）まで 

 

実績要件事前確認書の受付（希望者） 

平成 31年２月 21日（木曜日）から 

平成 31年２月 22日（金曜日）まで 

 

提案書の受付 

平成 31年２月 28日（木曜日） 

 

実績要件の審査（要件を満たしているか） 

基本要件の審査（要件を満たしているか） 

 

 

事業者提案審査 

貸付料の審査 

 

 

最優秀提案者及び次点の選定 

 

 

事業予定者と次点の決定 

平成 31年４月上旬 

 

 

失 格 

失 格 

（必須事項提案がない場合） 
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５  審査項目と配点 

（１） 実績要件の審査                     【 適格・失格 】 

  実績要件を満たしているかを審査します。 

（２） 基本要件の審査                     【 適格・失格 】 

  基本要件を満たしているかを審査します。 

（３）  事業者提案の審査                        【 ６０ 】 

 事業者提案に対して、具体性、合理性、実効性及び独自性（以下「評価要素」という。）

の視点で審査し、（４）価格の審査、（５）総合的な評価と併せて合計点を算出し最優秀

提案者及び次点の選定を行います。 

   ア 事業計画に関する評価                （ ２０ ） 

（ア） 事業目的及び導入する機能に関する評価 

（イ） 収支計画に関する評価 

イ 事業内容に関する評価                （ ４０ ） 

（ア） 運営計画及び施設計画に関する取組の評価 

（イ） 場外マルシェの運営、店舗の確保に関する取組の評価 

（ウ） 集客確保に向けたイベント実施、連携機能、広報に関する取組の評価 

（４） 価格の審査                           【 ４０ 】 

（５） 総合的な評価                          【 １０ 】 

 

      計 １１０ 
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６ 実績要件、基本要件の審査 

（１）実績要件の審査 

 事業応募者が、次の実績要件を満たしているか確認します。 

ア 提案書の受付時点を基点として、過去 10 年間に飲食店又は物販店もしくは、飲食

店や物販店を含む複合施設の安定的かつ継続的な運営実績があること。 

イ 事業応募者は、参画者の中に上記アの実績要件を満たす者が含まれていることを証

明する書類として、運営業務の事業実績に関する調書（様式０２）を提案書の受付時

に提出してください。 

（２）基本要件の審査 

千客万来施設事業用地（５街区）を活用した賑わい創出事業募集要項及び千客万来

施設事業用地（５街区）を活用した賑わい創出事業契約条件書等に示す、次の内容に

沿った提案となっているか確認します。 

ア 事業応募者及び協力会社が、欠格事項に該当しないこと。 

イ 豊洲地区まちづくりガイドライン等を含む各種法令等の規定などに適合した提案

となっていること。 

ウ スケジュール・施設計画などが、不適切な提案となっていないこと 

エ 事業目的や導入する機能を踏まえ、事業期間を通して安定した運営が可能である 

こと。 

オ 東京都に支払う貸付料等の提案が基準月額以上であること。 

カ 事業応募者の構成や信用力などが、事業を安定的・継続的に履行する上で不適切 

な提案となっていないこと。 

（ア）事業応募者の資力、信用力、履行能力及び参画者相互の関係性  

（イ）参画者間の責任分担 

（ウ）事業の安定性及び継続性の確保                

（エ）譲渡等がある場合の全体スキームの妥当性                 

（オ）事業期間終了による更地返還の確実性など  

 

７ 事業者提案、価格の審査  

（１）事業者提案の主な審査項目 

事業者提案の評価に関しては、評価要素の視点から、以下の項目について審査しま

す。 

  ア 事業計画に関する評価 

（ア）事業目的及び導入する機能に関する評価 

a 事業目的 

（ａ）豊洲ならではの活気やにぎわいの創出 

（ｂ）豊洲市場の魅力向上 

（ｃ）地域のまちづくりや活性化に貢献 

b 導入する機能 
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（ａ）食の魅力を発信 

（ｂ）国内外から多くの観光客を誘致 

（ｃ）市場関係者の活性化に貢献 

（イ）収支計画に関する評価 

a  提案内容と事業収支計画の整合 

b  事業収支の安定性及び継続性 

 

イ 事業内容に関する評価 

（ア）運営計画及び施設計画に関する取組の評価 

a 運営計画 

（ａ）運営計画の立案、実践に関する計画 

（ｂ）施設の安定的な運営計画 

b 施設計画 

（ａ）施設の構成・配置等に関する計画 

（ｂ）景観に関する計画 

（ｃ）建物の除却及び土地の返還に関する計画 

 

（イ）場外マルシェの運営、店舗の確保に関する取組の評価 

（ウ）集客確保に向けたイベント実施、連携機能、広報に関する取組の評価 

a イベントの実施 

（ａ）多様でにぎわいのあるイベントの実施等に関する取組 

b 連携機能 

（ａ）地域との連携 

（ｂ）市場本体施設、6街区事業との連携 

c 広報機能 

 

（２）価格の審査 

ア 貸付料の審査 

事業者が東京都に支払う貸付料について、提案された金額に比例し、点数を配分す

る方式で評価を行います。 

イ 本施設の整備等に関する補助金の審査 

事業者が、東京都が別に定める「千客万来施設事業用地（５街区）を活用した賑わ

い創出事業施設設置費等補助金交付要綱（仮称）」により、本施設の整備等に関する

費用について、補助を希望する金額に応じて、点数を配分する方式で評価を行います。 

 

（２）総合的な評価 

上記審査項目の他、事業応募者の創意工夫に基づく提案等を含む総合的な評価を行いま

す。 


